
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 市内中学校等教員用指導書等 

 契 約 業 者 名 兵庫県教科書株式会社 

 随意契約の理由 

 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第

11条第1項第1号 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

教科書発行者が編集・作成する指導書等は、教科書発行者と供給契約を締結している

「教科書・一般書籍供給会社（特約供給所）」でのみ購入できるものである。 

兵庫県内には特約供給所は上記会社以外にはないため、随意契約を行うものである。 

 

 

 

担当部署 

（問合せ先） 

 

教育委員会事務局教科指導課 企画調整担当（電話番号 984-0806） 

 

 

 


